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北海道の精神医療の状況について

１ 精神病床の状況（平成31年４月１日現在）

○ 道では、医療法に基づき、全道一円を単位として、精神病床の基準病床数を定めています。

○ 平成29年度の北海道医療計画の見直しに伴い、国から示された算定式により算定した結果、道
内の基準病床数は、17,116床となっています。
道内では、既存病床数が基準病床数を超えており、新たな病院等の開設や病床の増加について

は、知事による中止勧告の対象となります。

基準病床数 既存病床数※ 病床調整済病床数 超過病床数
Ａ Ｂ Ｃ （Ｂ＋Ｃ－Ａ）

17,116 19,137 0 2,021

※既存病床数は、平成31年4月１日現在

２ 精神科病院の主な状況 ～「精神保健福祉資料」(平成30年6月30日調査)

（１） 精神科病院数、精神病床数及び在院患者数等

・道内の精神科病床数は19,268床、人口１万人あたりの病床数は36.1床となっており、全国の
24.9床に比べて多くなっています。

・道内の精神科病院在院患者数は17,039人、人口１万人あたりの在院患者数は31.9人となって
おり、全国の22人に比べて高くなっています。

人口(千人) 精神科病院数 精神病床数 在院患者数 病床利用率(％)
H30.1.1 （人口万対） （人口万対）

北海道 5,339 119 19,268 17,039 88.4
(36.1) (31.9)

全 国 127,707 1,612 318,311 280,815 88.2
(24.9) (22)

（２） 在院期間別入院患者数

・ 道における在院期間別の入院患者数は、次のとおりです。
１年未満 道： 6,544人(38.4％) 全国：108,471人(38.6％)
１年以上 道：10,468人(61.4％) 全国：171,620人(61.1％)

（人）

3ヶ月未満 3ヶ月以上 1年以上 不 明 合計
12ヶ月未満

北海道 2,736 3,808 10,468 27 17,039

全 国 46,826 61,645 171,620 724 280,815



（３） 入院形態別・疾病別入院患者数

・ 道内の医療保護入院患者数は、入院患者全体の36.5％となっており、全国の46.3％に比べて
低くなっています。
・ 道内の任意入院患者数は、入院患者全体の61.0％となっており、全国の52.6％に比べて高く
なっています。

（人）
措置入院 医療保護入院 任意入院 その他 合 計

北海道計 36(0.2%) 6,228(36.5%) 10,377(61.0%) 398(2.3%) 17,039
男性 27(75%) 2,844(45.7%) 4,361(42%) 222(55.8%) 7,454
女性 9(25%) 3,384(54.3%) 6,016(58%) 175(44%) 9,584
その他 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(0.2%) 1

全 国 1,530(0.5%) 130,066(46.3%) 147,436(52.6%) 1,783(0.6%) 280,815
男性 1,038(67.8%) 62,061(47.7%) 70,145(47.6%) 1,032(57.9%) 134,276
女性 492(32.2%) 67,969(52.2%) 77,268(52.4%) 574(32.2%) 146,303
その他 0(0%) 36(0.1%) 23(0.0%) 177(9.9%) 59

・ 道内のICD－10分類による疾病別入院患者数は、全国と同様に「F2 統合失調症、統合失調型
障害及び妄想性障害」（44.6％）、「F0 症状性を含む器質性精神障害」（29％）、「F3 気分(感情)
障害」（10.9％）の順となっています。

区 分 北海道 全国

F0 症状性を含む器質性精神障害 4,947(29％) 70,932(25.3％)

F1 精神作用物質による精神及び行動の障害 708(4.2％) 12,104(4.3％)

F2 統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害 7,600(44.6％) 149,972(53.3％)

F3 気分(感情)障害 1,866(10.9％) 26,756(9.5％)

F4 神経症性障害､ストレス関連障害及び身体 338(2％) 5,220(1.9％)
表現性障害

F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症状群 34(0.2％) 695(0.2％)

F6 成人のパーソナリティ及び行動の障害 59(0.3％) 1,014(0.4％)

F7 精神遅滞(知的障害) 615(3.6％) 5,791(2.1％)

F8 心理的発達の障害 97(0.6％) 1,952(0.7％)

F9 小児期・青年期に通常発症する行動及び 48(0.3％) 660(0.2％)
情緒の障害及び特定不能の精神障害

G40 てんかん 306(1.8％) 2,197(0.8％)

その他 418(2.5％) 3,278(1.2％)

不明 3(0％) 244(0.1％)

合 計 17,039 280,815



３ 精神障がい者等に関する通報等の状況

（１） 精神保健福祉法に基づく通報等（平成29年度）

・ 平成29年度における、自傷他害のおそれがあるとして行われた精神保健福祉法に基づく通報
等の状況は、次のとおりです。

（人）
申請・通報・届出の内訳 調査により診 診察を受けた者

区 分 一般 警察官 検察官 保 護 矯正施設 精神科病院 医 療 計 察の必要がな 法29条該当 法29条該当
観察所 管 理 者 観察法 いと認めた者 症状の者 症状でない者

北海道計 14 1,813 366 1 412 1 0 2,607 2,506 73 26
道 11 1,320 230 1 260 1 0 1,823 1,739 64 19

札幌市 3 493 136 0 152 0 0 784 767 9 7
全 国 294 18,942 2,042 23 5,449 29 3 26,782 16,755 6,899 2,637

厚生労働省「平成29年度衛生行政報告例」

（２） 医療観察法に基づく処遇等（平成17年７月15日～平成31年３月31日）

・ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に係る医療観察法に基づく入院及び通院処遇
の状況は次のとおりです（入院及び通院処遇中ともに平成31年３月末現在）。

ア 入院処遇 （速報値）

受理件数 終結件数 入 院
退院許可 処遇終了 入院決定取消 死亡・その他 事件移送 処遇中

札 幌 105 91 70 9 2 2 8 14
函 館 16 14 11 1 - - 2 2
旭 川 25 23 17 2 1 - 3 2
釧 路 30 29 28 - - 1 - 1
合 計 176 157 126 12 3 3 13 19

＜入院処遇対象者の入院先医療機関＞
国立精神・神経医療研究センター（東京都） 11
花巻病院（岩手県） 3
茨城県立こころの医療センター（茨城県） -
下総精神医療センター（千葉県） -
久里浜医療センター（神奈川県） 3
神奈川県立精神医療センター（神奈川県） 2
さいがた病院（新潟県） -
菊池病院（熊本県） -
やまと精神医療センター（奈良県） -
小諸高原病院（長野県） -
岡山県立精神科医療センター（岡山県） -
鹿児島県立姶良病院（鹿児島県） -
琉球病院（沖縄県） -

合 計 19

イ 通院処遇 （速報値）

受理件数 終結件数 通 院 指定通院
期間満了 処遇終了 (再)入院決定 死 亡 事件移送 処遇中 医療機関数

札 幌 96 79 50 18 6 3 2 17 36
函 館 16 13 7 5 - 1 - 3 4
旭 川 25 21 15 4 - 2 - 4 13
釧 路 38 31 23 5 2 1 - 7 12
合 計 175 144 95 32 8 7 2 31 65

※ 指定通院医療機関数は令和元年８月１日現在



精神科病院の休床数について

令和元年８月１日現在
第二次医療圏 精神科病床数 精神科休床数
南渡島 １，６９２ １９５

北渡島檜山 １００ ０

南檜山 ４８ ０

札幌（道所管） １，２６３ ０

札幌（札幌市所管） ６，４８９ －

後志 １，２９７ ０

南空知 ８１８ １１４

中空知 １，２２５ ０

北空知 ４２９ ７２

西胆振 １，５４４ ４５

東胆振 ７４３ ５３

日高 ２１８ １５

上川中部 １，０５８ ４２

上川北部 ５５ ０

富良野 １７０ ０

留萌 ９９ ０

宗谷 ７０ ０

北網 ４５５ ０

遠網 １３５ ０

十勝 ４６７ ３１

釧路 ５３１ １４

根室 ２１５ ０

合計 １９，１２１ ５８１

※札幌市内の精神科病床は除く


